
 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条に規定

する保育所をいう。以下同じ。）の整備を促進するため、民間事業者が行う保育所の

整備に要する経費について、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭

和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき補助金を

交付する。 

 

（対象者等） 

第２条 補助の対象者は、千葉市が行う保育所の待機児童の解消に向けた保育園整備

において小規模保育所等整備予定者とされた者で、保育所（分園を含む。）整備、ま

たは、定員増を伴う既存施設の改修事業（以下「補助対象事業」という。）を行う者

とする。 

２ 対象者が整備する保育所は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。 

（１）新設の場合の定員は３０人以上であること。 

（２）分園設置及び定員増の場合は、増加する定員が２０人以上であること。 

（３）設備及び運営は、千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第８６号）及び千葉市私立保育所設置認可要綱に適合

するものであること。 

 

（対象経費及び補助額等） 

第３条 補助対象事業の対象経費及び補助額等は、別表のとおりとする。 

２ 他の公的助成金等を受けるものは、補助の対象としない。 

 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条の規定により、補助金の交付を申請しようとするときは、市長が

別に定める期日までに、千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）補助金所要額調書 

（３）部屋別面積表 

（４）収支予算書（写） 

（５）見積書（写） 

（６）配置図、平面図等（改修前後）、案内図、写真等 

（７）工事工程表 

（８）購入備品一覧表 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により附する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助対象事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更を行う場合は、あらかじ

め市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 

（２）補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受ける

こと。 

（３）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難



 

となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続に準拠する

こと。 

（５）施工業者の選定に当たっては、補助対象事業者の役員、社員、寄付者、これら

の者の親族及び関連会社等その他特別の関係にある者を入札等に参加させては

ならない。 

（６）補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類並びに補助金の執

行状況についての書類を作成し、これを補助対象事業の完了後１０年間保管する

こと。 

（７）補助事業完了後、市長が特別に認める場合を除き、３か月以内に保育所の設置

認可を得られない場合は、交付決定を取り消し、交付額全額の返還を求めるもの

とする。 

 

（交付決定通知） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付

決定通知書（様式第２号）によるものとする。 

 

（変更承認の申請等） 

第７条 第５条第１号の規定による承認を受けようとするとき及び補助金の変更交

付の申請をしようとするときは、千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付決定変

更申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付の申請があったときは、変更の内容を調査し、

補助額の変更を決定し、千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付決定変更通知書

（様式第４号）により通知するものとする。 

３ 第５条第２号の規定による承認を受けようとするときは、千葉市民間保育園整備

促進事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

  

（実績報告） 

第８条 補助対象事業者は、規則第１２条の規定により報告しようとするときは、補

助対象事業完了後１５日を経過する日又は補助金の交付決定の日の属する会計年

度の末日のいずれか早い期日までに、千葉市民間保育園整備促進事業補助金実績報

告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 事業が翌年度に渡り、かつ、市長の承認を得たときは、千葉市民間保育園整備促

進事業補助金年度終了報告書（様式第７号）をこの補助事業の交付決定に係る市の

会計年度の翌年度の４月１５日までに市長に提出しなければならない。 

３ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、同条の実績報告を

行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明

らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 

（額の確定通知） 

第９条 規則第１３条の規定による通知は、千葉市民間保育園整備促進事業補助金額

確定通知書（様式第８号）によるものとする。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１０条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、第８条によ



 

る実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書（様式第１３号）

により、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（交付の請求） 

第１１条 補助対象事業者は、規則第１６条第１項の規定により補助金の交付の請求

をしようとするときは、千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付請求書（様式第

９号）を市長に提出しなければならない。 

 

（決定の取消通知） 

第１２条 規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、千葉市

民間保育園整備促進事業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）によるものと

する。 

 

（届出及び調査） 

第１３条 補助金の交付決定を受けた者は、事業に着手したときは、着手報告書（様

式第１１号）を７日以内に市長に届け出なければならない。 

２ 市長が必要と認めたときは、随時その補助金の執行状況について、帳簿、書類、

その他必要な物件等を調査し又は参考となるべき事項について報告若しくは資料

の提出を求めることができる。 

 

（返還命令等） 

第１４条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市民間保育

園整備促進事業補助金返還命令書（様式第１２号）によるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１５条 規則第２０条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助対象事業等に

より取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚労省告示  

第３８４号）の規定の例による。 

２ 市長は、規則第２０条の規定により補助対象事業者が市長の承認を受けて財産を

処分することにより収入があった場合には、当該収入の全部又は一部を市に納付さ

せることができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年１０月１日から施行し、平成２３年３月３１日をもって

廃止する。 

２ この要綱の廃止日以前に交付決定を行った補助事業で、廃止日以降継続している

ものについては、なお従前の例による。 

３ この要綱は、平成２３年４月１日以降も継続するものとし、平成２２年６月１日

から施行する。 

４ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は、平成２８年１２月２６日から施行し、平成２８年４月１日から適用す

る。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１０月３１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１月１８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１０月１２日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 



 

別 表 

対象経費 補助額 

 条例に定める設備の基準を満たすために必

要な整備に係る費用とする。補助の対象とな

る経費は毎年度国が定める保育対策総合支援

事業費補助金交付要綱の規定を準用する。た

だし、次に掲げる費用は含まないものとする。 

（１）土地の買収又は整地に要する費用 

（２）既存建物（集合住宅の場合の区分所有 

権含む。）の買収に係る費用 

（３）保育所の専用となる部分ではない改修 

等に係る費用 

（４）設計料及び工事監理費 

（５）リースによる設備の整備費用 

（６）その他整備として適当と認められない 

もの 

 対象経費の額（当該事業に係る収

入があるときは、当該収入額を控除

した額。）を補助基準額として、当該

補助基準額に補助率４分の３を乗

じて得た額（当該金額に千円未満の

端数があるときはこれを切捨て

る。） ただし、補助額は以下のとお

りとする。 

（１）新設の場合 

ア 定員が 60人以上のときは、

51,600千円を限度とする。 

イ 定員が 50 人以上 59 人以下

のときは、34,667千円を限度

とする。 

ウ 定員が 49人以下のときは、 

28,667千円を限度とする。 

（２）定員増の場合 

28,667千円を限度とする。 

（３）分園の場合 

19,657千円を限度とする。 

 

 



 

様式第１号 

 

   年  月  日 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

交付申請書 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育園名                

            （※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

  年度千葉市民間保育園整備促進事業補助金の交付を受けたいので、千葉市

補助金等交付規則第３条の規定により、次のとおり申請します。 

 

補助金の交付申請額 円  

交付を受けたい時期      年   月 

添 付 書 類 

１ 事業計画書（様式第 1号別紙１） 

２ 補助金所要額調書（様式第 1号別紙２） 

３ 部屋別面積表（様式第１号別紙３） 

４ 収支予算書（写） 

５ 見積書（写） 

６ 配置図、平面図等（改修前後）、案内図、写真等 

７ 工事工程表 

８ 購入備品一覧表 

 

 

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



 

様式第１号別紙１ 

事業計画書 

１ 保育園名 

 

２ 保育園所在地 

 

３ 法人名 

 

４ 施設の概要 

開園予定日（    年  月  日） 

     ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 人 人 人 人 人 人 人 

※定員増を伴う改修を行う場合は、変更後の人数を記載し、別途変更内訳等を添付 

すること。 

 

５ 補助を受けようとする整備の実施理由及び効果 

 

 

６ 事業計画の内容 

（１）整備の内容 

 

 

（２）事業費の内訳 

区分 総事業費（予定

額） 

対象経費の支出予定

額 

備考 

整備費    

備品購入費    

大型遊具購入費    

その他    

計    

（３）財 源 内 訳 

ア 市 補 助 金                 円 

イ 設置者負担金  ①寄付金           円 

         ②借入金           円（契約書（写）添付） 

          ③その他           円  

計                       円 

   （※事業費と財源の合計が一致するように記入すること。） 

（４）事業予定期間 

自           年    月    日 

至           年    月    日 



 

様式第１号別紙２ 

 

補助金所要額調書 

 

保育園名                

 

 

 

 （単位 円）    

総事業費 

（予定額） 

Ａ 

対象経費の支出 

予定額 

Ｂ 

寄付金その他の

収入 

Ｃ 

補助基準額 

（Ｂ－Ｃ） 

Ｄ 

 

補助率 

Ｅ 

 

（Ｄ×Ｅ） 

Ｆ 

 

補助金所要額 

Ｇ 

    ３／４   

 

注：補助金所要額（Ｇ）は、以下のとおりとする。ただし、千円未満は切り捨てとする。 

（１） 新設の場合 

  ア 定員が 60人以上のときはＦと 51,600,000円とを比較し低い値 

イ 定員が 50人以上 59人以下のときはＦと 34,667,000円とを比較し低い値 

ウ 定員が 49人以下のときはＦと 28,667,000円とを比較し低い値 

（２） 定員増の場合 

Ｆと 28,667,000円とを比較し低い値 

（３） 分園の場合 

Ｆと 19,657,000円とを比較し低い値 



 

様式第 1号別紙３ 

部屋別面積表 

保育園名                

部屋名 面積 市基準面積 備考 

０歳児室 ㎡ 3.3㎡×  人＝   ㎡  

１歳児室 ㎡ 3.3㎡×  人＝   ㎡  

２歳児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

３歳児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

４歳児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

５歳以上児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

遊戯室 ㎡   

調理室 ㎡   

調理室前室 ㎡   

食品庫 ㎡   

調理員便所 ㎡  大便器  個 小便器  個 

調乳室 ㎡   

沐浴室 ㎡   

便所（０・１歳児用） ㎡  大便器  個 小便器  個 

便所（２歳以上児用） ㎡  大便器  個 小便器  個 

便所（職員用） ㎡  大便器  個 小便器  個 

事務室 ㎡   

医務室 ㎡   

職員休憩室・更衣室 ㎡   

洗濯室 ㎡   

その他 ㎡   

 ㎡   

 ㎡   

合計 ㎡   

屋外遊戯場（設ける場合のみ） 

面積 市基準面積 備考 

㎡ 3.3㎡×  人   ㎡  

定員内訳 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳未満児計 ３歳児 ４歳児 ５歳以上児 ３歳以上児計 合計 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

※定員増を伴う改修を行う場合は、変更後の面積・人数等を記載し、別途変更内訳等

を添付すること。 



 

様式第２号 

千葉市指令   第   号 

 

          様 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった千葉市民間保育園整備促進事業補助

金について、次のとおり交付決定したので、千葉市補助金等交付規則第６条の規定に

より通知します。 

 

  年  月  日 

千葉市長           

 

補助金の交付決定額 円    

補助金交付予定時期      年   月 

交 付 条 件 

（１） 補助対象事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更を行う場合は、あらかじめ

市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 

（２） 補助対象事業を中止し又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４） 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続に準拠するこ

と。 

（５） 施工業者の選定に当たっては、補助対象事業者の役員、社員、寄付者、これらの

者の親族、及び関連会社等その他特別の関係にある者を入札等に参加させてはなら

ない。 

（６） 補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類並びに補助金の執行

状況についての書類を作成し、これを補助対象事業の完了後１０年間保管するこ

と。 

（７） 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、千葉市民間保育園

整備促進事業補助金交付要綱第８条の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額

から減額して報告しなければならない。 

（８） 事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければ

ならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一

支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合

等の申告内容に基づき報告を行うこと。市長は、前述の報告があった場合には、当

該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（９） 補助事業完了後、市長が特別に認める場合を除き、３か月以内に保育所の設置認

可を得られない場合は、交付決定を取り消し、交付額全額の返還を求めるものとす

る。 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。

□印  



 

様式第３号 

 

  年  月  日 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

交付決定変更申請書 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育園名                

            （※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

  年  月  日付け千葉市指令    第   号により交付決定のあ

った千葉市民間保育園整備促進事業補助金について、次のとおり補助金の交付決定額

を変更されたく、千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付要綱第７条第１項の規定

により申請します。 

 

補助金の交付決定額 円    

変 更 申 請 額 円    

交付を受けたい時期      年   月 

変 更 理 由 

 

添 付 書 類 

１ 事業計画書（様式第３号別紙１） 

２ 補助金所要額調書（様式第３号別紙２） 

３ 部屋別面積表（様式第３号別紙３） 

４ 収支予算書（写） 

５ 見積書（写） 

６ 配置図、平面図等（改修前後）、案内図、写真等 

７ 工事工程表 

８ 購入備品一覧表 

 

 

 

 

 

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



 

様式第３号別紙１ 

事業計画書 

１ 保育園名 

 

２ 保育園所在地 

 

３ 法人名 

 

４ 施設の概要 

開園予定日（    年  月  日） 

     ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 人 人 人 人 人 人 人 

※定員増を伴う改修を行う場合は、変更後の人数を記載し、別途変更内訳等を添付 

すること。 

 

５ 補助を受けようとする整備の実施理由及び効果 

 

 

６ 事業計画の内容 

（１）整備の内容 

 

 

（２）事業費の内訳 

区分 総事業費 対象経費の実支出額 備考 

整備費    

備品購入費    

大型遊具購入費    

その他    

計    

（３）財 源 内 訳 

ア 市 補 助 金                 円 

イ 設置者負担金  ①寄付金           円 

         ②借入金           円（契約書（写）添付） 

          ③その他           円  

計                       円 

（４）事業予定期間 

自           年    月    日 

至           年    月    日 



 

様式第３号別紙２ 

 

補助金所要額調書 

 

 

保育園名                

 

 

（単位 円）    

 

総事業費 

Ａ 

対象経費の実支出

額 

Ｂ 

寄付金その他の

収入 

Ｃ 

補助基準額 

（Ｂ－Ｃ） 

Ｄ 

 

補助率 

Ｅ 

 

（Ｄ×Ｅ） 

Ｆ 

 

補助金所要額 

Ｇ 

    ３／４   

 

注：補助金所要額（Ｇ）は、以下のとおりとする。ただし、千円未満は切り捨てとする。 

（１）新設の場合 

  ア 定員が 60人以上のときはＦと 51,600,000円とを比較し低い値 

イ 定員が 50人以上 59人以下のときはＦと 34,667,000円とを比較し低い値 

ウ 定員が 49人以下のときはＦと 28,667,000円とを比較し低い値 

（２）定員増の場合 

Ｆと 28,667,000円とを比較し低い値 

（３）分園の場合 

Ｆと 19,657,000円とを比較し低い値 



 

様式第３号別紙３ 

部屋別面積表 

保育園名                

部屋名 面積 市基準面積 備考 

０歳児室 ㎡ 3.3㎡×  人＝   ㎡  

１歳児室 ㎡ 3.3㎡×  人＝   ㎡  

２歳児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

３歳児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

４歳児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

５歳以上児室 ㎡ 1.98㎡×  人＝   ㎡  

遊戯室 ㎡   

調理室 ㎡   

調理室前室 ㎡   

食品庫 ㎡   

調理員便所 ㎡  大便器  個 小便器  個 

調乳室 ㎡   

沐浴室 ㎡   

便所（０・１歳児用） ㎡  大便器  個 小便器  個 

便所（２歳以上児用） ㎡  大便器  個 小便器  個 

便所（職員用） ㎡  大便器  個 小便器  個 

事務室 ㎡   

医務室 ㎡   

職員休憩室・更衣室 ㎡   

洗濯室 ㎡   

その他 ㎡   

 ㎡   

 ㎡   

合計 ㎡   

屋外遊戯場 

面積 市基準面積 備考 

㎡ 3.3㎡×  人   ㎡  

定員内訳 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳未満児計 ３歳児 ４歳児 ５歳以上児 ３歳以上児計 合計 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 

※定員増を伴う改修を行う場合は、変更後の人数を記載し、別途変更内訳等を添付す

ること。 



 

様式第４号 

 

千葉市指令   第   号 

 

       様 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

交付決定変更通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった千葉市民間保育園整備促進事業補助

金について、次のとおり交付決定の変更をしたので、千葉市民間保育園整備促進事業

補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

  年  月  日 

千葉市長           

 

補助金の交付決定額 円    

補助金交付予定時期      年   月 

交 付 条 件 

（１） 補助対象事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更を行う場合は、あらかじめ

市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 

（２） 補助対象事業を中止し又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４） 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続に準拠するこ

と。 

（５） 施工業者の選定に当たっては、補助対象事業者の役員、社員、寄付者、これらの

者の親族、及び関連会社等その他特別の関係にある者を入札等に参加させてはなら

ない。 

（６） 補助対象事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類並びに補助金の執行

状況についての書類を作成し、これを補助対象事業の完了後１０年間保管するこ

と。 

（７） 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、千葉市民間保育園

整備促進事業補助金交付要綱第８条の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額

から減額して報告しなければならない。 

（８） 事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければ

ならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一

支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合

等の申告内容に基づき報告を行うこと。市長は、前述の報告があった場合には、当

該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（９） 補助事業完了後、市長が特別に認める場合を除き、３か月以内に保育所の設置認

可を得られない場合は、交付決定を取り消し、交付額全額の返還を求めるものとす

る。 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

□印  



 

様式第５号 

 

  年  月  日 

 

千葉市民間保育園整備促進事業 

中止（廃止）承認申請書 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育園名                

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

  年  月  日付け千葉市指令    第   号により補助金の交付

決定のあった千葉市民間保育園整備促進事業を次のとおり中止（廃止）したいので、

承認されますよう千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付要綱第７条第３項の規

定により申請します。 

 

補助金の交付決定額 円  

中止（廃止）の理由 

 

中止（廃止）予定年月日     年  月  日 

添付書類 
１ 中止（廃止）の理由を証する書類 

２ その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

 

 

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



 

様式第６号 

 

  年  月  日 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

実績報告書 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育園名                

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

  年  月  日付け千葉市指令    第   号により補助金の交付

決定のあった千葉市民間保育園整備促進事業の実績について、千葉市補助金等交付規

則１２条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり報告します。 

 

補助金の交付決定額 円  

補助対象事業の経費精算額 円  

添付書類 

１ 事業報告書（様式第６号別紙１） 

２ 事業費収支精算書（様式第６号別紙２） 

３ 収支決算（見込）書（写） 

４ 工事請負契約書（写）又は物品供給契約書（写）等 

５ 請求書・領収書（写） 

６ 補助対象事業となった主要部分の写真（施工前・後） 

７ 購入備品一覧表 

８ 契約業者からの完了届及び納品書（写） 

９ 工事完了を確認するに足る書類及び設備備品等の検収調書（写） 

 

 

 

 

  

 

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



 

様式第６号別紙１ 

事業報告書 

１ 保育園名 

 

２ 所在地 

 

３ 法人名 

 

４ 施設の概要 

開園予定日（    年  月  日） 

     ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

定員 人 人 人 人 人 人 人 

５ 補助を受けようとする整備の実施理由及び効果 

 

 

６ 事業計画の内容 

（１）整備の内容 

 

（２）事業費の内訳 

区分 総事業費 対象経費の実支出額 

整備費   

備品購入費   

大型遊具購入費   

その他   

計   

（３）財 源 内 訳 

ア 市 補 助 金                 円 

イ 設置者負担金  ①寄付金           円 

         ②借入金           円（契約書（写）添付） 

          ③その他           円  

計                       円 

（※事業費と財源の合計が一致するように記入すること。） 

 （４）実施状況 

ア 契約年月日        年    月    日 

イ 着工年月日        年    月    日 

ウ 完成年月日        年    月    日



 

様式第６号別紙２ 

 

事業費収支精算書 

 

保育園名                

 

 

 

 （単位 円）   

 

総事業費 

Ａ 

対象経費の 

実支出額 

Ｂ 

寄付金その他の

収入 

Ｃ 

補助基準額 

（Ｂ－Ｃ） 

Ｄ 

 

補助率 

Ｅ 

 

（Ｄ×Ｅ） 

Ｆ 

 

補助金所要額 

Ｇ 

    ３／４   

 

注：補助金所要額（Ｇ）は、以下のとおりとする。ただし、千円未満は切り捨てとする。 

（１）新設の場合 

  ア 定員が 60人以上のときはＦと 51,600,000円とを比較し低い値 

イ 定員が 50人以上 59人以下のときはＦと 34,667,000円とを比較し低い値 

ウ 定員が 49人以下のときはＦと 28,667,000円とを比較し低い値 

（２）定員増の場合 

Ｆと 28,667,000円とを比較し低い値 

（３）分園の場合 

Ｆと 19,657,000円とを比較し低い値 

  



 

様式第７号 

 

  年  月  日 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

年度終了報告書 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育園名                

            （※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

  年  月  日付け千葉市指令    第   号により補助金の交付

決定のあった千葉市民間保育園整備促進事業補助金については、市の会計年度が終了

したことに伴い、千葉市補助金等交付規則第１２条後段の規定により次のとおり報告

します。 

 

補助金の交付決定額 円  

年度内事業進捗率 ％  

添付書類 

１ 年度内遂行実績（様式第７号別紙） 

２ 工事監理者からの出来高報告書（写） 

３ その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



 

様式第７号別紙 

 

年度内遂行実績 

 

保育園名         

契約業者            

 

 

事業の名称  

交付決定の内容 

事業費 円  

補助金額 円  

年度内遂行実績 

事業費支払実績見込額 円  

事業進捗率 ％  

翌年度繰越額 

事業費 円  

補助金額 円  

事業実施期間 

着手年月      年   月   日 

完了予定年月      年   月   日 

備考  

 



 

様式第８号 

千葉市達    第   号 

 

          様 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

額確定通知書 

 

  年  月  日付け千葉市民間保育園整備促進事業補助金実績報告書に

より、    年度千葉市民間保育園整備促進事業補助金額を次のとおり確定したの

で、千葉市補助金等交付規則第１３条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           

 

補助金の交付決定額 円  

補助対象事業の経費精算額 円  

補助率 ３／４ 

補助金の確定額 円  

備考 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。

□印  



 

様式第９号 

 

  年  月  日 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

交付請求書 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育園名                

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

  年  月  日付け千葉市達    第   号により確定した補助金

の交付について、千葉市補助金等交付規則第１６条第１項の規定により、次のとおり

請求します。 

 

補助金の確定額 円  

交付請求額 円  

添付書類 
１ 千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付決定通知書（写） 

２ 千葉市民間保育園整備促進事業補助金額確定通知書（写） 

 

 

 

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



 

様式第１０号 

 

千葉市達    第   号 

 

          様 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

交付決定取消通知書 

 

  年  月  日付け千葉市指令    第   号により通知した千葉

市民間保育園整備促進事業補助金交付決定の全部（一部）を次のとおり取消したので、

千葉市補助金等交付規則第１７条第３項において準用する第６条の規定により通知

します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           

 

補助金の交付決定額 円  

取消額 円  

取消後の交付決定額 円  

取消理由 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。

□印  



 

様式第１１号 

 

  年  月  日 

 

着手報告書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育園名                

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

  年  月  日付け千葉市指令    第   号により補助金の  

交付決定のあった千葉市民間保育園整備促進事業補助金について、工事等着手したた

め、千葉市民間保育園整備促進事業補助金交付要綱第１２条第１項の規定により報告

します。 

 

契約名称  

契約先 
住所 

氏名 

契約日    年   月   日 

契約額 

円  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       

円） 

添付書類 
１ 業者が作成した着手報告書（写） 

２ 工程表（備品の場合は納入予定日が分かるもの。） 

（ ※補助対象契約総数      ） 

注：補助対象契約ごとに１通提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



 

様式第１２号 

 

千葉市達    第   号 

 

          様 

 

千葉市民間保育園整備促進事業補助金 

返還命令書 

 

千葉市補助金等交付規則第１８条第１項・第２項の規定により、次のとおり通知し

ます。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           

 

補助金の交付決定額 円  

補助金の交付確定額  

補助金の既交付額   年  月  日交付          円   

返還すべき金額 円  

返還期限     年  月  日 

返還を命ずる理由  

返還方法  

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 

  

□印  



 

様式第１３号 

 

  年  月  日 

 

消費税仕入控除税額報告書 

 

（あて先）千葉市長 

 

申請者 住  所                

法 人 名                

代表者名                

保育所名                

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

  年  月  日付け千葉市指令    第   号により補助金の交付

決定のあった千葉市民間保育園整備促進事業に係る消費税仕入控除税額について、次

のとおり報告します。 

 

 

１ 補助金の額の確定額                金        円 

 

２ 消費税の申告の有無（どちらかを選択）       有 ・ 無 

（２で「無」を選択の場合は以下不要）   

 

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択）   一般課税 ・ 簡易課税 

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要） 

 

４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額  金        円 

  

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額   金        円 

 

６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額）  金        円 

 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。 

   ２ 補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。 

 

 

 

 

 

  

担当部署名：              

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 


